
 税理士報酬の概要  

【消費税等確定申告】 

2021年3月現在＜税込表示対応＞ 

今里税理士事務所 

以下は一部のみ掲載 

申告書の控えは、報酬に含まれます。 

「消費税等」とは、（国税としての）消費税と地方消費税を指します。 

消費税等の申告のご依頼は、原則として所得税（個人事業主）または法人税等（法人）の申告のご依頼

とセットとなります。 

Ⅰ. 基本料金 

法人…法人税等の確定申告報酬の25% 

（最低料金：15,000円【税込16,500円】） 

個人事業主…所得税の確定申告報酬の25% 

（最低料金：10,000円【税込11,000円】） 

 


